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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２７年１１月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１０月２５日 ０８時４５分ごろ 

発生場所 静岡県焼津市焼津港東方沖 

焼津港小川外港南防波堤灯台から真方位０５８°７５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°５１.４６′ 東経１３８°２０.３０′） 

事故調査の経過 平成２６年１０月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート 源
げん

、５トン未満 

２４２－１３５７４静岡、個人所有 

６.２７ｍ（Lr）×２.３５ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、６６.２kＷ、平成元年４月 

Ｂ プレジャーボート 隼人
は や と

号、５トン未満 

２４２－２３２０１静岡、個人所有 

５.５８ｍ（Lr）×１.９８ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、５１.５kＷ、平成１０年７月 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ 男性 ７３歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１４年９月２６日 

免許証交付日 平成２３年１２月１日 

        （平成２９年９月２５日まで有効） 

船長Ｂ 男性 ７０歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成１１年９月２日 

免許証交付日 平成２６年８月２２日 

        （平成３２年３月２３日まで有効） 

同乗者Ｂ１ 男性 ６６歳 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（同乗者Ｂ１） 

 損傷 Ａ 船底に凹損及び擦過傷 

Ｂ 右舷船首部に凹損及び擦過傷、船首左舷側ハンドレールに曲損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人２人を乗せ、平成２６年１
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０月２５日０６時００分ごろ静岡県焼津市の焼津港第１ふ頭北岸壁を

発し、焼津港の東方沖で移動しながら釣りを行っていた。 

船長Ａは、当日３か所目の釣り場で錨泊していたとき、Ａ船の南東

方沖で錨泊しながら釣りを行うＢ船を認めた。 

Ａ船は、抜錨して次の釣り場へ移動を開始し、一旦東進したのち右

転して南進したところ、０８時４５分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の左

舷船首部とが衝突した。 

Ａ船は、Ｂ船の船首付近に乗り上げた状態となったので、付近にい

た他船に引っ張ってもらい、Ｂ船から離れた。 

船長Ａは、負傷した同乗者Ｂ１をＡ船に乗せ、焼津港内の小川漁港に

向かい、同乗者Ｂ１を病院に搬送した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂ１ほか１人を乗せ、小川

漁港を発したのち、０６時３０分ごろ同漁港北東方沖に到着して錨泊

し、船首を東北東方に向け、船長Ｂが船尾で、同乗者Ｂ１が船首で、他

１人が船尾でそれぞれ立って釣りを行っていた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、左舷船首７０°５０ｍ付近に南進するＡ船を認

めたが、仲間の船が接近するものと思い、釣り竿
ざお

の様子を見ていたと

ころ、至近に迫ったＡ船に気付いたものの、どうすることもできず、

Ｂ船の左舷船首部とＡ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、排水しながら、自力航行で小川漁港に向かった。 

同乗者Ｂ１は搬送先の病院で右大腿骨骨折と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 船長Ａは、平成１４年ごろ、Ａ船を友人から譲り受けたのち趣味の

釣りに使用し、本事故発生場所付近での航行経験は豊富であった。 

船長Ａは、次の釣り場へ移動中、一旦東進したのち右転して南進を

開始したので、Ｂ船の沖側を通過できるものと思い、左舷側を向いて

同乗者の１人と会話をしながら操船していた。 

船長Ｂは、平成１０年にＢ船を購入したのち操縦免許を取得して趣

味の釣りに使用し、本事故発生場所付近での航行経験は豊富であっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、焼津港東方沖において、釣り場を移動しようと南進中、同

乗者と会話をしていて船首方の見張りを適切に行っていなかったこと

から、Ｂ船に向けて航行していることに気付かずに南進を続け、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 
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船長Ａは、南東方で錨泊しているＢ船を視認していたが、次の釣り

場へ移動する際に一旦東進したことから、Ｂ船の沖側を通過できるも

のと思い、同乗者と会話をしていたものと考えられる。 

Ｂ船は、焼津港東方沖において、釣りをして錨泊中、南進するＡ船

を認めたものの、仲間の船が接近して来るものと思い、錨泊を続けた

ことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、焼津港東方沖において、Ａ船が釣り場を移動しようと南

進中、Ｂ船が釣りをして錨泊中、船長Ａが、Ｂ船の沖側を通過できる

ものと思い、同乗者と会話をしていて船首方の見張りを適切に行って

おらず、また、船長Ｂが、南進するＡ船を認めたものの、仲間の船が

接近して来るものと思い、錨泊を続けたため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・漂泊又は錨泊して釣りを行う場合、他のプレジャーボートの動き

にも注意し、接近する他船に危険を感じたら、衝突を避けるため

の措置をとれるよう心掛けておくこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

犬塚三等三角点 

事故発生場所 

（平成２６年１０月２５日  

０８時４５分ごろ発生） 


